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序論 

 

 民主主義と資本主義は長く共存してきたが、本来、別々の原理ないしメカニズムであった

（Macpherson 1966=1968）。19 世紀に資本主義と（選挙型の）民主主義が発展した時、マル

クス、ミル、トクヴィルといった理論家たちは、両者を結びつけることはできないと考えた。

しかし、「資本主義社会の 20 世紀の経験」は、このような資本主義と民主主義の「両立不可

能性」という「19 世紀の仮説」への反論を提供した。両者の共存は「自由民主主義」として

知られるものである（Offe 1984: 179=1988: 275-276）。それらが「両立可能」になるためには、

互いの特徴を互いが取り入れること、すなわち「政治の市場化と私的経済の政治化」が必要

であった（Offe 1984: 182=1988: 279）。すなわち、一方の民主主義は選挙を通じた政党間競

争という形で、資本主義にも共通する自由主義の原理を取り入れて「自由民主主義」ないし

「選挙型代表制民主主義」となり、他方の資本主義は、福祉国家による規制・介入を通じて

民主主義の特徴である平等の原理を受け入れることになった。このようにして、20 世紀後

半には、選挙型代表制としての民主主義と福祉国家資本主義としての資本主義との両立が

実現した。トルベン・アイヴァーセンとデヴィッド・ソスキスが書くように、「民主主義が

積極的に先進資本主義を強化し、先進資本主義がうまく機能することが民主主義による支

持を強化する」というわけである（Iversen and Soskice 2019: xii） 。 

 
1 名古屋大学法学研究科教授。本稿の以前のバージョンに、民主主義理論研究会において

コメントをくださったみなさんに感謝する。 
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  このような資本主義と民主主義との関係は、1970 年代から 1980 年代前半にかけて、とり

わけネオ・マルクス主義に影響を受けた論者たちによって、その両立「不可能性」が議論さ

れた（Habermas 1973=2018; Offe 1984=1988）。その後、両者の両立は――社会主義体制の体

制転換による「歴史の終わり」（フクヤマ）によって――長く自明視されてきたように思わ

れる。それにもかかわらず、近年では、資本主義と民主主義の関係にあらためて光を当てる

研究が登場してきている（千葉 2022; Hall 2022; Iversen and Soskice 2019; Streeck 2014=2016; 

Streeck 2016=2017; 田村 2018）。これらの研究では、資本主義との両立可能性が問われる民

主主義として、基本的には選挙型代表制民主主義が念頭に置かれている。これは、現在の典

型的な民主主義の形態が選挙型であることを想起すれば、当然のように見える。しかし、資

本主義と民主主義の関係を、「選挙型代表制民主主義」に限って研究すべき必然性はない。

実際、より最近では、熟議・参加民主主義の立場からも、この問題に光を当てる研究が表れ

てきている（Bua 2022; Vlahos 2022a; 2022b）。もちろん、本稿第４節で言及する企業・職場

民主主義への関心の復興も、資本主義と民主主義の関係に関わっている。 

こうした研究動向を念頭に置きつつ、本稿は、選挙型代表制民主主義とは異なる、ある民

主主義に注目する。すなわち、抽選型の民主主義ないし「抽選型代表制民主主義」である。

抽選は、近年の政治理論において急速に関心が高まっているテーマの一つである（Delannoi 

and Dowlen 2010; Gastil and Wright 2019; Lopez-Rabatel and Sintomer 2020; ヴァン・レイブル

ック 2019; 岡﨑 2019; 2021; 2022; 山口 2020a; 2020b; 吉田 2021）。抽選をめぐる議論では、

しばしば選挙と民主主義との結びつきに疑問が投げかけられ、抽選こそが民主主義にふさ

わしいと論じられることも多い。2ただし、本稿の関心は、選挙よりも抽選の方がより民主

的であるのかどうかといった問題にはない。本稿の関心はあくまで、抽選型民主主義と資本

主義との両立可能性にある。3 

 
2 ただし、制度としての選挙制と抽選制との関係については、選挙制を完全に抽選制で置

き換えるべきとする議論が多いわけではなく、選挙制議会と抽選制議会による二院制を提

案する論者が多い。岡﨑（2019）などを参照。 

3 抽選による民主主義を「代表制」と理解してよいかどうかという問題も、議論の対象と

なり得る。むしろ、それは参加民主主義の一つの形態ではないか、というわけである。し

かし本稿では、「抽選による民主主義」を、抽選によって（何らかの）代表を選ぶ民主主

義、すなわち「抽選型代表制民主主義」として理解する。また、本稿では、「抽選制」「抽

選型民主主義」「抽選型代表制」といった用語も、基本的には抽選型代表制民主主義と同

義のものとして使用している。 
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ひとくちに抽選型民主主義の仕組みと言っても、様々なものがあり得る。比較的馴染みが

あり、また、今日の抽選制への関心の復興の重要なきっかけの一つでもあるのは（ヴァン・

レイブルック 2019）、ミニ・パブリックスである。しかし、ミニ・パブリックスには様々な

制度がある（Curato et al. 2021; 篠原編 2012）。本稿で「抽選型代表制民主主義」と呼ぶ場合

は、ミニ・パブリックスと呼ばれている諸制度の中でも、より「議会的な」性格を持つもの、

あるいは執政府・立法府への接続が明確なものを想定する。その最も典型的なものは、（実

現しているわけではないが）二院制のうちの一院の場合も含めて）議会を抽選制にするもの

である。これに加えて、アイルランドの憲法改正の市民議会やフランスの気候市民会議のよ

うに、議会や大統領との接続が明確なものも含まれる。これらの事例がそうであるように、

こうした意思決定により直接的に関わるタイプのミニ・パブリックスは、概念としては「市

民議会（citizens’ assembly）」と呼ばれることが多い。こうした「市民議会」的なミニ・パブ

リックスの登場を、今日における抽選制へのリバイバルの「第二波」と呼ぶこともできるだ

ろう（Sintomer 2019）。本稿が「抽選型代表制民主主義」という用語を用いる際には、これ

らの制度を念頭に置いている。 

抽選型民主主義と資本主義との両立可能性という問題を主題として論じたものは、エリ

ック・オリン・ライトが、ジョン・ギャスティルとの共著論文（Gastil and Wright 2019）へ

の「補遺」として書いたもの（Wright 2019）を除いて、ほとんど存在していないと思われる。

ライトのこの文章は、マルクス主義の国家論と民主主義論を踏まえた上で、「抽選制のプロ

セスは、所得や富の再配分といった平等主義的な目的を持った政治的動員を促進するか、そ

れともそれを妨げることになるか」という問いを提示することで、抽選制がどのくらい資本

主義を「超える」可能性を持つかという問題に取り組むことの意義を示そうとしている。し

かし、ごく短い文章ということもあり、先の問いへのライトの解答は、「抽選制改革の政治

的・経済的・文化的文脈による」というものにとどまっている（Wright 2019: 42）。本稿は、

ライトのメッセージを引き継ぎ4、資本主義と抽選型民主主義との関係について、さらに踏

み込んだ議論を展開する。 

この抽選型民主主義と資本主義との両立可能性について、どのように考えていくべきだ

ろうか。20 世紀後半の資本主義と民主主義の両立に必要だったものは、①民主主義の自由

主義化と、②資本主義の民主主義化であった。そうだとすれば、抽選型民主主義と資本主義

 
4 ライトは、2019 年 1 月 23 日に亡くなっている。

https://www.dissentmagazine.org/blog/remembering-erik-olin-wright 

https://www.dissentmagazine.org/blog/remembering-erik-olin-wright


4 

 

の両立可能性は、次の二つの問いへの答え次第ということになる。第一に、抽選制は民主主

義を（何らかの意味で）自由主義化すると言えるだろうか。第二に、抽選制によって資本主

義は（何らかの意味で）民主主義化されるだろうか。 

本稿の構成は、以下の通りである。第 1 節では、抽選型代表制が「民主主義の自由主義化」

に合致するのかどうかを検討する。これに対して、第２節では、抽選型代表制が「資本主義

の民主化」をもたらし得るのかどうかを論じる。そこで注目するのは、抽選型代表制を通じ

た「理由の力」としての権力資源の蓄積可能性である。続く第３節では、資本主義と分離し

つつも密接な関係がある「環境」と「ケア」の領域に注目して、この二つと資本主義との「境

界闘争」（フレイザー）を、抽選型代表制民主主義がどのくらい民主主義的にコントロール

できるかについて論じる。第４節では、狭義の「政治」の領域を超えて資本主義の内部に抽

選型代表制としての民主主義を持ちこむ可能性について検討する。最後に結論として、本稿

の内容をまとめるとともに、資本主義との関係で抽選型民主主義の持つ潜在的可能性を確

認した上で、抽選型代表制民主主義は資本主義と両立可能なのか、それとも両立の不可能性

を帰結するのかという問題に答える。 

 

第 1節 抽選型代表制による「民主主義の自由主義化」？ 

 

 今日の抽選制の「再評価」では、しばしば抽選制こそが民主主義の原理を体現するものな

のだと論じられる。しかし、「資本主義と民主主義の両立可能性」という本稿の問題関心か

らすれば、「両立」にとって重要なのは、まずは民主主義の自由主義化である（Macpherson 

1966: 11=1968: 28）。そこで本節では、抽選制に「自由主義的」な要素を見出すことは（も）

できるのか、という問題に取り組む。抽選制と自由主義との関係については、岡﨑晴輝の論

文がある（岡﨑 2021）。岡﨑が試みるのは、「抽選制の持つ自由主義的可能性を引き出すこ

と」である。この論文で彼が「自由主義的可能性」として注目するのは、抽選制が（国家の）

「権力を抑制する」ことに寄与するかどうかということである（岡﨑 2021: 53）。これに対

して、資本主義と民主主義の両立可能性を検討する本稿では、抽選制に「市場」ないし「競

争」という意味での自由主義的要素を見出すことができるかどうかに注目する。以下では、

抽選による代表選出の局面と、選出後の局面とに分けて考えてみたい。 

 まず、代表選出の局面についてである。選挙型代表制では、まさにこの局面において、選

挙を通じた（複数政党の）競争という形で、民主主義に、それとは異質な自由主義の原理が
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組み込まれたとされたのであった。しかし、抽選型代表制の場合、代表選出の局面において、

このような意味での「競争」は発生しない。ここでは、ある人が代表として選出されること

は、競争の結果ではなく、偶然の産物である。もちろん、抽選で選出された際の「拒否権」

を認めるならば、この「拒否できる」という点に、ある種の自由主義の原理を見出すことは

できる。しかし、それは「競争の自由」とは異なる。 

 次に、代表選出後の局面についてはどうだろうか。この局面において、抽選型代表制は、

選挙型代表制よりも「自由な討論・審議」を実現できる可能性がある。実際、熟議民主主義

の制度としての「ミニ・パブリックス」において、そのメンバーの選出に抽選（無作為抽出）

が用いられるのは、そのことによって参加者が特定の集団・党派の代表としてではなく、一

人の個人としての立場で自由に熟議できるようになると考えられているからである

（Fishkin 2009=2011）。今日、選挙型代表制における代表は、しばしば「本人」としての有権

者の「代理人」として捉えられる（待鳥 2015）。5しかし、もしも代表が純粋な「代理人」で

あれば、文字通りの意味での「自由な討論・審議」は困難であろう。たとえ討論・審議する

場合でも、「本人」の意向に拘束されるからである。また、代表が政党に所属することには

確かにいくつかの理由がある。しかし、「自由な討論・審議」という観点から見れば、政党

という集団に所属することは、代表一人一人の自由な言動への制約となる。 

これに対して抽選制は、（良かれ悪しかれ）選挙制の下でのこうした制約から代表を解き

放つ効果を持つと考えられる。第一に、抽選で選ばれた代表は、特定の「本人」の「代理人」

ではない。とはいえ、抽選による代表が、当該政治共同体全体の代表と見なされることはあ

り得る。この場合、抽選による代表は、当該政治共同体を念頭に置いた言動が期待されるこ

とになるだろう。それでも、この場合の「代表」は特定ないし個別の利益の「代理人」では

ないということは重要である。つまり、「代理人」ではないがゆえに、比較的「自由」に発

言し議論することができると思われるのである。第二に、抽選で選ばれた代表は、特定の政

党などの集団のメンバーとしてではなく、あくまで個人として選出されている。このことは、

抽選による代表が、政党その他の集団の立場によって拘束されないということを意味する。 

 このように、抽選型代表制は、特に代表選出後の局面において、ある意味では選挙型代表

制よりも「自由」と親和的である。しかし、その「自由」は「競争」ないし「市場」という

 
5 こうした「本人－代理人モデル」としての代表理解の問い直しは、特に近年の政治理論

において盛んになりつつある。千葉（2022: 第二章）、早川（2022）、大場（2022）、田畑

（2017）などを参照。 
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意味での「自由」とは異なる。したがって、抽選型代表制民主主義を、資本主義との親和性

という意味で「自由主義化された民主主義」と見ることはできない。  

 このことは何を意味するだろうか。一つの可能性は、抽選型代表制民主主義と資本主義と

の「両立不可能性」である。抽選型民主主義を「民主主義の（資本主義的な意味での）自由

主義化」とは言えない以上、その帰結は両者の両立不可能ということになり得る。ただし、

この「両立不可能性」が何を意味するかについては、更なる検討を要する。それが意味する

ものとして、少なくとも次の二つの可能性を想定できるからである。一つは、資本主義への

民主主義的コントロールが‘（より）効かなくなる可能性である。マクファーソンは、選挙

型民主主義が「民主主義の自由主義化」であることを強調したが、オッフェは、資本主義も

また選挙型民主主義の下で「ケインズ主義的福祉国家」として民主主義と両立するように変

化したことを指摘していた（Offe 1984=1988）。しかし、民主主義が選挙型から抽選型になる

ことは、それが資本主義にとって「異物」である度合いを高めることを意味する。その結果

として、民主主義による資本主義の効果的なコントロールがより困難になる可能性がある。

これに対して、もう一つの可能性は、抽選型代表制が資本主義のより平等主義的な改革を進

める可能性である。抽選型代表制は、ライトがアンドレ・ゴルツを参照して述べる「非改良

主義的な改革（nonreformist reforms）」（Wright 2019: 42）のための拠点となるかもしれない。

この可能性を支えるのは、抽選型代表制が選挙型代表制よりも「自由な討論」をもたらす可

能性である。自由な討論という意味での自由主義の原理が、「市場」「競争」という意味での

自由主義の原理を制約する方向で作用するならば、抽選型民主主義が、これまで以上に資本

主義をコントロールすることもあり得るかもしれない。67 

以上の議論をまとめよう。資本主義と民主主義が両立可能かどうかは、民主主義の側から

見た場合には、その「自由主義化」が可能かどうかに依存する。抽選型代表制民主主義は、

選挙型代表制民主主義とは異なり、民主主義に「市場」「競争」を導入するという意味での

「民主主義の自由主義化」をもたらすものではない。それがもたらし得る自由主義的要素は、

「自由な討論」である。したがって、この意味での（市場化・競争の導入ではない）「民主

 
6 自由な「公共空間（公共性）」が福祉（社会）国家を支えるという『公共性の構造転換』

のハーバーマスの議論を想起することもできる。 

7 ただし、これが「両立不可能性」なのか、それとも「両立可能性」なのかは、なお検討

を要する。最終的には、抽選型民主主義による資本主義のコントロールの程度がどのくら

いかによると思われる。 
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主義の自由主義化」は、資本主義との両立を困難にするかもしれない。そして、この場合に

抽選型代表制民主主義は、資本主義と民主主義との本来的な緊張関係を、あらためて明らか

にすることになるかもしれない。 

ただし、「両立」には、「資本主義の民主主義化」という側面もある。この側面から見た場

合、抽選型代表制民主主義が持つ「自由な討論」の要素は、資本主義の民主主義的コントロ

ールに貢献し、その結果として資本主義と民主主義の両立を可能にするかもしれない。そし

て、この問題は、次節での議論に繋がっていくことになる。 

 

第２節 抽選型民主主義を通じた資本主義の民主化は可能か？ 

 

（１）問題の所在：「資本主義の民主化」の意味 

 本節では、抽選型民主主義を通じた「資本主義の民主化」の可能性について検討する。既

に述べたように、資本主義と民主主義の両立は、「民主主義の自由主義化」とともに「資本

主義の民主主義化」によって可能になる。そこで、抽選型民主主義が「資本主義の民主主義

化」に寄与するのかどうかというのが、本節で取り組む問題である。 

まず、選挙型代表制民主主義における「資本主義の民主化」とは何かについて確認してお

きたい。端的に言えば、それは、社会民主主義的な政治勢力による代表制民主主義における

多数派形成と、そうして成立した社会民主主義的な政権による福祉国家形成を通じた資本

主義の「負の側面」の緩和であった。念頭に置くべきは、福祉国家形成における権力資源動

員論による説明である（Korpi 1983; Esping-Andersen 1985; 新川 2014; 田村 2012）。資本主

義においては、私有財産（特に生産手段の所有）が権力の源泉となるが、民主主義において

は「数の力」が権力の源泉になる。労働者階級は、資本主義の下では「持たざる者」である

がゆえに不利な立場にある。しかし、民主主義の政治の下では、その「数の力」を社会民主

主義政党への支持・投票によって行使することができる。社会民主主義政党は、労働者階級

からの支持を基礎としつつ、より普遍主義的な社会保障政策の提示によって他の階級にも

ウイングを伸ばし、階級間の連合戦略を通じて政権を獲得する（Esping-Andersen 1990=1999）。

政権を獲得した社会民主主義政党は、その社会保障政策を通じて、資本主義の「負の側面」

を是正する。例えば、失業給付や年金制度を整備することによって、人々は「脱商品化」さ

れ市場に依存しなくても生きていけるようになる（Esping-Andersen 1990=1999）。このよう

にして、資本主義は選挙型代表制民主主義による福祉国家形成を通じて民主化される。 
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 それでは、抽選型代表制の場合に、それを通じた「資本主義の民主化」をどのように思い

描くことができるだろうか。以下では、抽選型代表制民主主義では、選挙型代表制民主主義

の場合と異なり、「集団」を民主主義の基盤としない／できないことが「資本主義の民主化」

のために必要な権力資源の蓄積の困難を帰結する可能性を指摘し（２）、その後で、しかし

ながら熟議を通じたある種の「権力資源」の蓄積可能性があることについて論じる（３）。 

 

（２）「集団の不在」をどう見るか？ 

 一つの大きな問題は、抽選型代表制においては、選挙型代表制の場合のような「労働者階

級」、あるいはより一般化するならば、「資本主義の民主化を望む社会集団」をあらかじめ想

定することができない、ということである。抽選型代表制における代表を、特定の集団・階

級の「代表」と見ることは難しい。もちろん、抽選によって選ばれた個々の人々は、「労働

者階級」、「中間階級」、「資本家階級（ブルジョワジー）」に属する人々かもしれない。しか

し、抽選による代表は、そうした特定の集団の利害を代表するものとして選出されているわ

けではない。その人々は、あくまで「個人」「一人の市民」として選出されているのである。

この「個人」たちが、集団として「資本主義に抗する」保証はない。もしそうだとすれば、

抽選型代表制は、資本主義に対抗するための権力資源、すなわち「数の力」を欠いていると

いうことになる。このことについてどのように考えればよいだろうか。 

 まず、抽選型代表制が特定の結論を保証しないということについて確認しておこう。抽選

型代表制は、二重の意味で不確実性ないし偶然性を伴っている。第一に、その代表選出の手

続きは、まさに結果を偶然に委ねるものである（吉田 2021）。抽選型代表制においては、選

挙型代表制以上に「誰が選出されるか」について予想ができない。第二に、その審議のプロ

セスも、不確実である。選挙型代表制では、政党が存在し、「与党」と「野党」の区別が存

在する。このことは、（良くも悪くも）議会における審議の見通しの確実性を高める。簡単

に言えば（良くも悪くも）与党による提案が採択されやすい。審議は、そのことをある程度

は前提としつつ行われる。これに対して、抽選型代表制における審議には、このような意味

での確実性を見込むことはできない。そこでは、与党と野党の区別はもとより、会派という

ものも存在しない。その結果、審議の結果は、文字通り「審議次第」ということになるだろ

う。 

 このような不確実性・偶然性によって特徴づけられる抽選型代表制は、「資本主義に抗す

る」ことができるだろうか。本稿は、もしもそれが可能だとすれば、それは「理由の力」（齋
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藤 2017; see also 齋藤 2012）を通じてであろうと考える。すなわち、抽選型代表制は、そこ

での熟議を通じて「資本主義の民主化」に資する言説・提案を生み出すかもしれないという

ことである。抽選制には、「資本主義の民主化」のための社会的
．．．

基盤は存在しないかもしれ

ない。しかし、抽選によって集まった人々のための設計されたフォーラムは、各個人の社会
．．

的
．
属性・地位を相対化する一方で政治的

．．．
平等を実現し、理由の妥当性を吟味する熟議を通じ

て、「資本主義の民主化」を推進する提案へと合意するかもしれない。 

 

（３）権力資源の蓄積可能性 

 抽選型代表制は、社会集団の「数の力」を当てにすることはできない。その代わりに、抽

選型代表制は、「理由の力」を通じて「資本主義に抗する」可能性を開くことができる。と

はいえ、そのような可能性をどのくらい見積もってよいものだろうか。 

ここで問われているのは、次のような問題である。既に述べたように、元来抽選型代表制

は、不確実性・偶然性によって特徴づけられる仕組みである。言い換えれば、この制度には、

資本主義を民主化していくために必要な政治的資源を体系的に蓄積していくための契機が

欠けている、ということである。選挙型代表制の場合は、労働者階級という社会的基盤に基

いた社会民主主義政党が政治的集団として民主主義の場で与党としての地位を獲得して、

福祉国家的な政策を実現し、その成果がさらに労働者階級（やその他の人々）の支持を生み

出し社会的基盤を強化する、というサイクルを期待することができた。しかし、抽選型代表

制では、代表は定期的に抽選で交代するのみである。新たに選ばれる代表は、以前の代表と

組織的な関係があるわけではないし、以前の代表によって実現した政策を「成果」として、

自らの支持基盤を強化するということもない。それどころか、本稿で繰り返し述べているよ

うに、そもそも抽選型代表制の特徴は、このような意味での社会的基盤に依拠しないところ

にある。このように見るならば、たとえ抽選型代表制を通じて「資本主義の民主化」に資す

るような政策が実現したとしても、それはあくまで「たまたま」なのであって、持続的・恒

常的な展望を描くことはできない、ということになるだろう。 

 しかし、見方を変えるならば、抽選型代表制においても権力資源の蓄積が不可能というわ

けではない。ここで注目したいのは、抽選型代表制における熟議を通じた「理由のプール」

という展望である。ユルゲン・ハーバーマス（Habermas 1992=2003〔下〕: 266）に端を発す

るこの言葉は、齋藤純一（2012; 2017）や田畑真一（2020）によって、より積極的に用いら
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れている。それは、広く公共圏における人々のコミュニケーションを通じて、熟議において

妥当と見なされ得る理由が蓄積されていくことを意味する。このようにして蓄積された「理

由のプール」が、政治を通じて形成され得る政策の範囲を定めていくことが期待されるので

ある（田畑 2020: 45）。もしそうだとすれば、次のように考えることができるだろう。すな

わち、抽選型代表制を通じた「資本主義の民主化」のための権力資源は、「理由の力」（齋藤 

2017: 223）、すなわちその都度の熟議を通じて蓄積された「理由のプール」である、と。抽

選型代表制の下では、労働者階級の連帯や「数の力」は、資本主義の民主化のための権力資

源とはなり得ないかもしれない。しかし、そこでの熟議自体が「理由のプール」として権力

資源を形成していく可能性はあると言うことができる。8 

 ただし、「理由のプール」が期待される公共圏に抽選型代表制の制度が含まれるかどうか

は、論争的である。抽選型代表制を重視することは公共圏における熟議の軽視につながる、

という主張があり得るからである。実際、抽選によるミニ・パブリックスには、このような

批判が投げかけられてきた。それは「大衆民主主義の放棄」（Chambers 2009）、あるいは「民

主主義の抜け道」（Lafont 2020）というわけである。抽選制も「代表制」である以上、「代表

する者」と「代表される者」との乖離という問題は、少なくとも潜在的に存在するのである。

したがって、どのよう場合に抽選型代表制は「理由のプール」に資することができるのか、

という問題を検討する必要がある。 

参考になるのは、クリスティーナ・ラフォントの議論である（Lafont 2020）。確かに彼女

は、抽選によるミニ・パブリックスが「民主主義の抜け道」となる可能性に警鐘を鳴らして

いる。だからといって、彼女はミニ・パブリックスを全面的に否定するのではない。ミニ・

パブリックスは、次のような役割を果たす場合には、「抜け道のない民主主義」のために有

用である。すなわち、社会レベルでの「よく考えられた意見」の形成に寄与し、その「よく

考えられた意見」に対して政治システムが適切に応答するようになるように人々をエンパ

ワーメントするために活用される場合、である（Lafont 2020: 138）。ラフォントは、次の三

つの活用法を挙げている（Lafont 2020: 146-159）。第一は、異議申し立てのための利用であ

 
8 なお、そもそも今日において「労働者階級」が社会民主主義の権力資源たり得るのか

は、それ自体論点となっている。1990 年代以降のヨーロッパにおいて、労働者階級の支持

は社会民主主義政党から離れ、国によってはとりわけ極右（急進右翼）政党へと大きく変

化していると言われる（今井 2019; 吉田 2020）。それゆえ、社会民主主義は労働者階級以

外の支持基盤を見出すべきとの主張も存在する（Rothstein 2017）。 
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る。これは、社会におけるマイノリティが、自らの立場の正当性を主張するために、ミニ・

パブリックスの（社会のマジョリティの立場とは異なる）結論・提言を利用する場合である。

第二は、用心深くあるための利用である。これには例えば、ミニ・パブリックスの結論・提

言が社会における世論の多数派の意見と異なっている場合、人々が前者の結論・提言につい

て、自分たちが利用できる情報の内容にどこか問題があるのではないかと用心するために

利用することが当てはまる。また、ミニ・パブリックスの結論・提言と社会における人々の

意見とが一致しているが、政府による政策形成がそれとは異なっている際に、人々がミニ・

パブリックスの結論を、政府の政策を精査するための手がかりとして利用することも、これ

に当てはまる。最後に、先取り的（anticipatory）な利用がある。これは、人々が当該の政策

的課題について、特に何も意見を持っていない場合に、議論と判断のための情報提供者とし

て、あるいは、当該課題をめぐる諸問題を可視化してくれる存在として、人々がミニ・パブ

リックスを利用することを指す。 

以上の議論でラフォントが想定している「ミニ・パブリックス」は、本稿における抽選型

代表制と同じではない。序論で述べたように、後者は、より「議会的な」もの、執政府・立

法府への接続が明確なものを指すからである。それでも、ラフォントの議論を肯定的に参照

することで、本稿で想定する「議会的な」抽選型代表制が、その外部の社会における広範な

人々の間での「よく考えられた意見」の形成のための役割を果たすことを通じて、社会にお

ける「理由のプール」に、すなわち権力資源の蓄積に貢献する筋道を明らかにすることがで

きる。9 

 

第３節 抽選型民主主義による「資本主義の民主化」の具体的イメージ 

――環境およびケアとの「境界線」をめぐって 

 

 前節では、抽選型代表制民主主義によっても
．
「資本主義の民主化」は可能であることを論

じた。確かに抽選制は、「資本主義への対抗集団」をアプリオリに想定することはできない。

しかし、それによって期待される政治的平等と熟議の実現を通じて、「資本主義の民主化」

のための言説を生み出し、意思決定を促進する可能性がある。 

 
9 なお、ラフォント自身も、ミニ・パブリックスが意思決定の役割を担うことを完全に否

定しているわけではない（Lafont 2020: 159-160）。 
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 本節では、抽選型代表制民主主義が「資本主義の民主化」に貢献する可能性を、さらに探

究する。具体的には、「環境」（自然）と「ケア」（再生産）を取り上げ、これらの問題を抽

選型代表制民主主義が取り扱うことができるかについて、とりわけそのポテンシャルに注

目して検討する。本節で「環境」と「ケア」を取り上げるのは、これらの問題を民主主義的

に取り扱うことが、ひいては「資本主義の民主化」に繋がると考えられるからであるが、こ

の点については次の（１）で述べることにする。 

 

（１）なぜ環境とケアなのか？ 

 環境とケアという問題を扱うことが、どうして「資本主義の民主化」という問題にとって

意味のあることなのだろうか。この問いに対する本稿の答えは、この二つが資本主義の存立

そのものに相当密接に関わっているから、というものである。もしもそのような問題につい

て、抽選制によって「民主化」することができれば、それは抽選制を通じた資本主義と民主

主義の両立を示すことになるだろう。 

ここではまず、環境とケアが資本主義の存立に密接に関わっているということについて

確認しておきたい。参照するのは、近年のナンシー・フレイザーの議論である（Fraser 

2014/2017=2015; 2020=2021; Fraser and Jaeggi 2018）。フレイザーの議論は、資本主義という

経済システムはそれのみによっては存立できず、非経済的な領域を必要としており、それゆ

えに潜在的に「危機」の可能性を有しているというものである。 

 フレイザーは、資本主義批判の姿勢を強めている。その際の彼女の議論の仕方は、1970 年

代から 80 年代前半にかけてのクラウス・オッフェ（Offe 1972=1988; Offe 1984）やユルゲン・

ハーバーマス（Habermas 1973=2018）などによる、ネオ・マルクス主義的な資本主義論ない

し国家論に類似している。10 すなわち、彼女は、資本主義を単なる経済システムとしてでは

 
10 フレイザー自身は、資本主義の存立メカニズムに関する自らの議論は、資本主義はその

背景的な「非経済的」な条件やインプットに依存していると見る点において、「ルカーチ

や『フランクフルト学派』よりも、カール・ポランニーに近い」と発言している（Fraser 

2020: 1331=2021: 88）。しかし、「フランクフルト学派」が、上記の時期のオッフェやハー

バーマスを指すならば、事情は異なってくる。実際、本稿で述べるフレイザーの資本主義

理解は、彼女自身は直接参照してはいないものの（なお、フレイザーは「ネオ・マルクス

主義」の中ではジェームズ・オコーナーの議論は参照している）、「後期資本主義」を、経

済とそれ以外の領域――「商品化」領域と「脱商品化」領域――との間の両立可能性の問
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なく、「非経済的な」基礎条件があってこそ成立するものとして把握する。その「非経済的

な」基礎条件とは、社会的再生産、エコロジー（自然）、政治（権力）の三つである（Fraser 

2014/2017: 146-152=2015: 11-15）。資本主義は、これらの三つの基礎条件を経済から（本当は

関連しているにもかかわらず）「分離」することによって成立しているのである。このこと

をフレイザーは、オッフェと同様に、「商品化は、まさにその存続を非商品化の領域に依存

する」とも表現する（Fraser 2014/2017: 152=2015: 16. 訳は一部変更）。資本主義のこのよう

な特徴を表すために、フレイザーはそれを「制度化された社会秩序」と呼ぶ（Fraser 2014/2017: 

153=2015: 16）。 

 「制度化された社会秩序」としての資本主義のあり方は、不変というわけではない。その

あり方、すなわち一方の経済と、他方の社会的再生産・自然・政治との「分離」のあり方は、

「境界闘争」によって決まる。「私が主張したいのは、どのようにして、どこで資本主義社

会が政治から経済を、再生産から生産を、そして自然から人間を分離し分断するかは、社会

的・政治的闘争によって定められるのだ、ということです」（Fraser 2020: 1332=2021: 91. 訳

は一部変更）。 

 確認しておくべきことは、フレイザーは、「境界闘争」によって必然的に資本主義が「ポ

スト資本主義」的な経済に変化すると考えているわけではない、ということである。なぜな

ら、フレイザーにとって、資本主義と、それ以外の三つの領域のそれぞれとの関係は、「共

に発展し、共に規定される」ものだからである。「それゆえ、これらの二項対立のどれを取

っても、どこに境界を引くかをめぐっての闘争は必ずしも資本主義そのものに対する抵抗

と同一物ではありません」（Fraser 2020: 1333=2021: 95）。 

 それでは、資本主義を、経済とその他の三つの領域とが矛盾を有しつつ共生する「制度化

された社会秩序」として把握することの意味は、どこにあるのだろうか。この問いに対する

フレイザーの回答は、「反資本主義的」というよりも、「民主主義的」と呼ぶ方が適切である。

11すなわち、彼女は、資本主義のあり方が「境界闘争」次第であるとの認識に基づき、「人々

 

題という観点から理解しようとした、ハーバーマスやオッフェと類似したものである。も

ちろん、元々フレイザーがハーバーマスの議論に影響を受け、それを批判的に摂取してき

た論者であることを想起すれば、これは驚くべきことではない。 

11 Fraser (2020=2021)では、承認と再配分に関するアクセル・ホネットとの議論において彼

女が提示した「参加の平等」という概念の参照が求められている（Fraser 2020: 1336=2021: 

107. 訳語は変更）。これに限らず、私は、フレイザーの議論の基礎には、一貫して「民主
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が自分たちで、どのような種類の共同体や家族、さらには自然への関係を望むかを検討でき

るような社会的条件を作り出すこと」、すなわち「市場によってあらかじめ〔意思決定の〕

過程が空虚なものにされていない非支配と自由の条件のもとで、人々がそのような決定を

行えるような条件を作り出そうと試みる」ことが重要だと主張する（Fraser 2020: 1336=2021: 

103）。つまり、重要なことは、資本主義が（三つの）非経済的領域を（機能的に）必要とす

ることを理解した上で、人々が「非支配と自由の条件の下で」どのような経済とそれ以外の

領域との関係を望むのかを決めることができることそのものなのである。 

 以上のようなフレイザーの議論を踏まえ、以下では、抽選型代表制民主主義によって、

人々が「経済とそれ以外の領域」との関係を自分たちで決定することができるかどうかとい

う問題について検討する。もしも人々が「自分たちで決定することができる」ならば、「境

界闘争」の結果として、資本主義が「資本主義的」である程度を（例えば福祉国家がそうで

あったように）抑制することも（たとえそれが必然ではないとしても）可能でなければなら

ない。フレイザーの議論では、経済の「それ以外の領域」として、政治（polity）、環境、ケ

アの三つが挙げられていた。本節の以下の部分では、このうちの「政治」の仕組みとしての

抽選型代表制民主主義が、「環境」と「ケア」という他の二つの領域と（総体としての「資

本主義」ではない）「経済」との「境界闘争」を民主的にコントロールできる可能性がある

かどうかという問題について検討する。もしその可能性がそれなりにあるということにな

れば、それは抽選制を通じた「資本主義の民主化」（としての資本主義と民主主義の両立）

の展望があるということを意味する。 

 

（２）環境（自然）について 

最初に、環境についてである。抽選型代表制民主主義は、「経済」と「環境」との「境界

闘争」を民主的にコントロールできるだろうか。 

理論的には、抽選型代表制が有する長期的な視点に立った意思決定の可能性を指摘する

ことができる。一般に選挙型代表制においては、代表／政治家は、（たとえ最優先事項では

ないとしても）次の選挙での当選を意識しなければならない。その結果、代表／政治家は、

環境のように、その取り組みの成果を長期的な視点で見る必要があり、したがって短期的な

 

義」が存在すると考えている。それは、比較的初期のハーバーマス公共圏（批判）論

（Fraser 1990）から、2000 年代の『正義の秤』（Fraser 2008=2013）まで通底している。 
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「実績」となりにくい問題には、熱心に取り組まない可能性がある。他方、有権者もまた、

短期的な利益や関心にフォーカスしやすい。さらに、選挙型代表制では、（現時点では存在

しない）将来世代が有権者として包摂されていない一方で、典型的には少数の経済エリート

によって社会の長期的利益よりも自らの短期的利益が追及されがちである。選挙型代表制

には、このような「民主主義の近視眼性」が見られる（Mackenzie 2021; see also Mackenzie 

2016; Mackenzie 2018; Niemeyer and Jennstål 2016; 西條編 2015）。 

これに対して、抽選型代表制では、「代表」の任期は、選挙とは関係なく定められる。そ

のため、選挙での再選のための「実績」を作る必要はない。つまり、抽選による代表は、選

挙という制約を考慮することなく、問題に取り組むことができる。もちろん、だからといっ

て、抽選による「代表」が必然的に長期的視点に立つとは限らない。しかし、選挙がないこ

とによって、長期的視点に立つための阻害要因がなくなると言うことはできる。さらに、抽

選型代表制のこのような状況の下で熟議を行うことで12、抽選で選ばれた代表たちがそれで

も有しているかもしれない短期的利益が見直され、当初とは異なる形で再形成される可能

性もある（Mackenzie 2021）。また、もしも西條辰義らの「フューチャー・デザイン」論のよ

うに、抽選で選ばれた代表たちの中の特定の人びとに「将来世代」としての役割を割り当て

るならば（西條編 2015）、抽選型代表制が長期的な視点に立つ可能性はさらに高まるだろう。 

実際、環境は、抽選型代表制民主主義の導入が進んでいる領域の一つである。例えば、フ

ランスの気候市民会議の事例を見てみよう（三上 2022: 38-43）。フランスでは、「黄色いベ

スト運動」の参加者や様々な活動家・実践家らのマクロン大統領への公開意見書での要求を

踏まえて、2019 年に全国規模の抽選による気候市民会議が設立された。この気候市民会議

は、2019 年 10 月から 2020 年 6 月までの間の 7 回の会合を経て、149 項目、460 頁にわたる

提言書を政府に提出した。その後マクロン大統領は、気候市民会議の全参加者に対して提言

書への回答を発表し、149 項目のうち 146 項目について、国民投票または議会の審議に付す

か、直接行政命令として実施するとした。その後、フランス政府の提案と議会での審議・可

決を経て、2021 年 8 月に「気候変動対策とレジリエンス強化に関する法案」が交付された。

この法律は、気候変動対策のために、多くの規制や義務化、禁止を盛り込んだものである。

 
12 ただし、抽選型代表制の議会を「熟議の場」とするべきかどうかは、それ自体論点であ

る。例えば岡﨑や山口は、熟議ではなく抽選による代表一人一人の「熟慮」による判断を

想定している（岡﨑 2019; 山口 2022）。田村（2022 近刊）も参照。 
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13このような事例は、抽選型代表制が「市場に抗する政治」（Esping-Andersen 1985）となる

可能性を示唆していると言える。 

 

（３）ケアについて 

次に、ケアについてである。抽選型代表制は、「経済」と「ケア」の「境界闘争」を民主

的にコントロールできるだろうか。ここでは、二つの観点からこの問題を考えてみたい。 

第一に、先ほどの環境の事例で指摘した「民主主義の近視眼性」の観点である。環境の場

合と同様に、ケアについても、それが長期的な視点に立つ必要がある問題だとすれば、選挙

型代表制よりも抽選型代表制の方がより対応可能ということになるだろう。一見したとこ

ろでは、ケアの問題は「今ここ」の問題、つまり短期的な問題であるようにも見える。例え

ば、「ワンオペ育児」に苦闘している人や保育園に子どもを入園させることができずに困っ

ている人にとっては、ケアの問題は直ちに解決を要する問題である。しかし、ケアも長期的

な視点に立つべき問題である。なぜなら、ケアはしばしば世代を横断する問題だからである。

ケアをする／される関係、すなわち「依存関係」は、例えば大人と子ども（育児）、大人と

より高齢者（介護）のように、世代横断的な人々の間で成立する場合も多い。そもそも、そ

れぞれの人は、人生の時間軸の中で、ケアされる→ケアする→ケアされるという形で立場を

変化させていかざるを得ない存在でもある（岡野 2012）。そして、時間軸をさらに延長する

ならば、生まれる前の世代や亡くなった後の世代との関係も、ケアに含まれると見ることも

できるだろう。 

第二に、ケアの要求の意思決定制度への媒介という観点である。この点において、選挙型

代表制に対する抽選型代表制のアドバンテージを見出すことはできるだろうか。14まず指摘

 
13 この法律には、製品やサービスへの二酸化炭素排出スコア表示の義務化、多排出製品や

化石燃料の広告の禁止・規制、大規模ビルの建築や増改築にあたって太陽光パネルの設置

または屋上緑化を義務化、都市域で汚染物質排出の多い車の乗り入れを制限する区域を設

定、抽選で選ばれた市民の交通局への参画、二時間半未満の鉄道路線による代替が可能な

国内フライトの禁止、土地の人口改変の抑制、環境破壊罪の新設、などが盛り込まれてい

るという（三上 2022: 42）。 

1414 なお、ケアに親和的な政策形成・意思決定の要因を代表制の制度だけに帰すことがで

きるかどうかは、論争的な問題である。例えば、ジェンダー研究においては、しばしば

「ナショナル・マシーナリー」や「フェモクラット」の役割が指摘されてきた（田村・近

藤・堀江 2020: 300-301）。 



17 

 

したいことは、選挙型代表制は、この点において十分に機能してきたとは言えない、という

ことである。少なくとも現在の「ジェンダー秩序」（江原 2021）においては、ケアに関する

要求は男性よりも女性にとって、より切実なものとなる。したがって、それが意思決定制度

へと適切に媒介されるためには、単に「理念」としてケアが掲げられるだけではなく、女性

たち自身がそのような意思決定制度ないしそこへの媒介のプロセスに存在していることが

重要になる。アン・フィリップスの言う「存在の政治」である（Phillips 1995）。この「存在

の政治」の観点から見るならば、選挙型代表制民主主義における「女性の過少代表」は問題

である。もちろん、現在では多くの国において何らかのジェンダー・クオータが導入される

ことによって、女性の過少代表の問題は改善されている。しかし、選挙型代表制民主主義が

女性の過少代表の改善のためにクオータを必要としたということは、それ自体、選挙型代表

制の限界を示しているようにも思われる。それは、選挙原理の適用だけでは女性の「存在」

を確保できないがゆえに割当制を組み合わせた、ということだからである。15 

それでは、抽選制ならばどうだろうか。抽選制は、選挙制よりも「存在の政治」を実現す

る可能性がある。なぜなら、抽選を行えば、女性が「代表」のほぼ半数を占めることを期待

できるからである。つまり、抽選型代表制によって、女性の記述的代表がより実現する可能

性がある。このことは、抽選制が一般的には社会集団
．．

に基づく代表よりも、個人
．．

としての代

表に適していることを想起すると、興味深い。なぜなら、少なくとも女性の場合、たとえ個

人として選出されるのだとしても、抽選制を通じて、結果的に「女性」という集団
．．

として「数

の力」を行使する立場になり得ることを意味するからである。そして、もしそうだとすれば、

少なくとも現状では男性よりも女性の方がよりケア・再生産領域に関わらざるを得ない状

況に置かれているであろうということも踏まえると、抽選制の導入によって、ケア・再生産

領域に関する要求は、より代表制民主主義の場へと媒介される可能性がある。すなわち、そ

のことによって、資本主義（商品化領域）と再生産領域（脱商品化領域）との関係は、より

後者を重視する形で変化する可能性がある。 

ただし、上記の議論には問題がある。抽選型代表制において期待されているのは、「数の

力」としての権力資源の蓄積ではなく、「理由の力」としての権力資源の蓄積、つまりは熟

議の活性化である。上記の議論では、抽選によって選出された女性たちが十分に熟議に参加

 
15 だからといって、クオータが選挙型代表制の完全な代替物（オルタナティヴ）だという

わけでは、もちろんない。 
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し、そのことによって抽選型代表制を通じて「理由の力」を生み出していくかどうかは、定

かではない。実際、男性も存在する場において、女性たちが平等な立場で熟議に参加できて

いないとする研究も存在する（Beauvais 2021）。16 たとえ数的には十分に代表されていたと

しても、その場での熟議のプロセスを通じて排除が生み出される可能性は存在する。アイリ

ス・Ｍ・ヤングの言う「内在的排除」である（Young 2000）。もしそうだとすれば、抽選型

代表制によって「数の力」を確保するだけでは十分ではない。その上で、例えば女性だけに

よる熟議の機会を設けるなど、さらに熟議の場の設計に工夫が必要ということになる。 

 

第４節 「両立不可能性」への道？——抽選型代表制による経済の民主化 

 

ここまでは、経済と区別された政治の領域における民主主義が抽選型代表制民主主義に

なった場合の、「資本主義と民主主義の両立可能性」について検討してきた。そこでは、抽

選型代表制も、権力資源としての「理由の力」を蓄積する可能性があり、したがって資本主

義の論理に対して規制的・対抗的な意思決定を行う可能性があること、また、資本主義と、

ケア（再生産）・環境（自然）との「境界闘争」（フレイザー）を民主的にコントロールする

可能性を有することを示すことによって、抽選型代表制の下で「資本主義と民主主義の両立

可能性」を見出せることを論じた。 

しかし、注意すべきことは、「資本主義と民主主義の両立」は、前者に対して後者による

コントロールが増せば増すほど実現するというものではない、ということである。本稿冒頭

で述べたように、資本主義と民主主義は、本来別々の原理ないしメカニズムである。それが

両立可能になったのは、資本主義が一定程度民主化されるとともに、民主主義が一定程度資

本主義化（民主主義の自由民主主義化）することによってであった。しかし、どれだけ資本

主義が民主主義化したとしても、「両立」である以上、それは資本主義の完全な民主主義化

を意味するわけではない。 

それでは、資本主義の更なる民主化を進めた場合には、資本主義と民主主義の関係はどう

なるのだろうか。それは、なおも「両立」の枠内に収まるのだろうか。それとも、両立が不

 
16 そのような研究動向を知るにあたって、小須田翔のペーパー（2021）が参考になった。

なお、男女間で発言等において不平等は見られないとする研究も存在する（小須田 

2021）。 
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可能になることを意味するのだろうか。もちろん本稿は、（民主主義一般ではなく）抽選型

代表制民主主義の事例を想定して、この問題に取り組む。 

ここで「抽選型代表制による資本主義の更なる民主化」として念頭に置いているのは、企

業における意思決定に抽選型代表制を導入する提案である。これは、職場民主主義の一つの

類型である。職場民主主義への関心は近年の政治理論において復活しているが17、その中に

は、企業における代表制民主主義を提案するものもある。その代表は、イザベル・フェレラ

スの議論である。彼女は、20 世紀を通じた「経済の民主化」の展開を踏まえ、その延長線上

に、企業における経営者院と労働者院という二院制を提案し得る、という議論を展開してい

る（Ferreras 2017）。こうした企業レベルの代表制民主主義を抽選型のものとして構想するこ

とは、少なくとも本稿のこれまでの議論を踏まえるならば、決して突飛なものとは言えない

だろう。 

企業・職場における抽選型代表制民主主義のより積極的な擁護論は、サイモン・ペックに

よって展開されている（Pek 2021）。ペックが念頭に置くのは、労働者管理型の企業（worker-

owned firm）である。彼が問題にするのは、労働者管理型企業の「組織的衰退（organizational 

degeneration）」である。それは、ある種の「寡頭制」が組織上民主的なはずの労働者管理型

企業を支配するようになることを指す（Pek 2021: 194）。もちろん、この組織的衰退を防止

するための様々な提案は行われてきた。しかし、直接民主主義を志向する提案は大規模な偉

業には不向きであるし、選挙型代表制では結局のところ寡頭制の傾向を克服できない。むし

ろ、選挙こそが組織的衰退の主たる原因であるかもしれない（Pek 2021: 198）。そこでペッ

クは、「組織的衰退」への解決策として抽選制を提案する。その意義は、次の二点である。

18第一に、抽選制によって、企業・職場の「寡頭制化」を抑止することができる。第二に、

労働者たちのアパシーとそれに伴う企業・職場のガバナンスへの参加の低さを改善するこ

とができる。（Pek 2021: 199）。 

ペックの提案をどのように評価すべきだろうか。第一に、彼の提案が労働者管理型の企業

を念頭に置いたものであるため、通常の意味での企業に当てはめることはできないという

 
17 さしあたり、遠藤（2020）、Frega et al. (2019)、Landemore and Ferreras (2016)、松尾

（2021）、大澤（2020）、田村（2019）などを参照。 

18 「組織的衰退」に関するこの二点以外に、企業・職場において抽選制が持つ意義とし

て、意思決定の改善、労働者たちの統合とまとまりの形成、ある種の効率性も挙げられて

いる（Pek 2021: 200-201）。 
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反論が考えられる。しかし、この反論に対しては、フェレラス（Ferreras 2017）の提案と組

み合わせることで、ある程度対応できるように思われる。すなわち、フェレラスは、経営者

院と労働者院から成る企業二院制を提案していたが、このうちの少なくとも労働者院につ

いて抽選制を採用すればよいのではないだろうか。この場合、経営者院については対象外と

なることから、企業全体の寡頭制に対する抽選制の効果は限定的なものとなるだろう。それ

でも、労働者の間での寡頭制化の抑止および労働者たちの参加の低さの改善には繋がると

思われる。 

第二に、しかし上記のように二院制の一方のみに抽選制を導入することは、結果的に労働

者側の権力の弱体化をもたらすのではないか、という疑問も考えられる。つまり、労働者側

の「能力の高い」メンバーが労働者院に代表として選出されるとは限らないことから、労働

者院の審議能力あるいは経営者院に対する交渉能力（もっと言えば「存在感」）が弱体化す

るのではないだろうか。このような疑問に対して、本稿は次のように答えておきたい。まず、

抽選による労働者院の審議能力については、必ずしも低下するとは限らない。ペックもドラ

イゼクの議論を参照しながら述べるように（Pek 2021: 201）、抽選制のフォーラムへの参加

者たちは、しばしば十分に熟議できている。それでは、経営者院に対する交渉能力ないし「存

在感」についてはどうだろうか。これについては、まずは抽選制議会の権力資源は「理由の

力」であるという、本稿第２節の議論が想起されるべきである。抽選制の制度の導入によっ

て、そうでなければ他の権力資源が重要であったかもしれないところに、「理由の力」が作

用するようになり、広く企業・職場に「理由のプール」が生まれることで、労働者（院）と

経営者（院）との間の権力関係にも変化が生じることが期待されるというわけである。 

  

結論——両立か、それとも両立不可能性か 

 

 本稿では、近年再び注目を浴びている「資本主義と民主主義の両立可能性」という問題に

ついて、同じく近年、関心が復興している抽選型代表制民主主義の場合にはどうなるだろう

かという観点から検討を行った。資本主義と民主主義の両立には、「民主主義の資本主義化

（自由主義化）、資本主義の民主主義化」が必要との理解に基づき、第１節では、抽選型民

主主義に「自由主義的」な側面を見出せるかどうかについて検討し、抽選型代表制は選挙型

代表制とは異なり、「市場」「競争」という意味での自由主義的要素を民主主義に持ち込むも

のではないことを論じた。抽選型代表制に全く自由主義的な要素がないというわけではな
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い。しかし、その場合の自由主義的な要素は「自由な討論」である。このことは、抽選型代

表制民主主義によって「資本主義と民主主義の両立可能性」が脅かされるかもしれない、と

いうことを意味する。つまり、抽選型代表制は、資本主義と民主主義との本来的な緊張関係

を、あらためて顕在化させるかもしれない。 

 ただし、「両立」には、「資本主義の民主主義化」という側面もある。そこで第２節では、

抽選型代表制民主主義が資本主義の民主主義化にどの程度寄与し得るのか、という問題に

ついて論じた。資本主義の民主主義化には、民主主義に関わるアクターたちの間で県ｙ六資

源が蓄積されることが必要である。しかし、抽選型代表制民主主義は、選挙型代表制が当て

にすることのできた社会集団（労働者階級）の「数の力」を、権力資源として期待すること

ができない。とはいえ、このことは抽選型代表制民主主義がいかなる権力資源をも当てにで

きないということを意味しない。それは「理由の力」を権力資源とし、社会・公共圏への「理

由のプール」を通じて権力資源を蓄積することができるのである。 

 抽選型代表制民主主義が「資本主義の民主化」に貢献する、より具体的なイメージを得る

ために、第３節では「環境」（自然）および「ケア」（再生産）という問題について、抽選型

代表制がどのように対応し、資本主義とそれらとの「境界」を民主的にコントロールするこ

とができるかについて論じた。環境とケアを取り上げるのは、単にそれらが今日の重要問題

だからではない。フレイザーが論じるように、それらが資本主義の存立と密接に関連を持ち

つつも、資本主義から「分離」されたものとしてあり、そのような形で資本主義は「制度化

された社会秩序」として存立しているからである。本稿では、抽選型代表制は、「民主主語

の近視眼性」を克服し長期的視点に立つことを可能にし、また、特にケアについては（留保

付きながらも）女性の「存在の政治」（フィリップス）を確保することができるために、環

境およびケアと資本主義との境界をより民主主義的にコントロールことができることを論

じた。 

 最後に第４節では、さらなる「資本主義の民主化」のシナリオとして、狭義の「政治」の

領域ではなく、経済の領域により直接的に抽選型民主主義を持ち込む構想について検討し

た。いくつかの論争的な問題はあるとはいえ、この構想が、抽選型代表制による「資本主義

の民主化」をさらに進める可能性を持つことを論じた。 

全体として本稿は、抽選型代表制民主主義も、かつての選挙型代表制民主主義と同程度に

は、「経済に抗する政治」（Esping-Andersen 1985）を実現する可能性がある、ということを論

じた。抽選型代表制は、抽選制であるがゆえに、「経済に抗する」ための社会的・集団的基
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盤およびそれに基づく「数の力」にあらかじめ依拠することはできない。それにもかかわら

ず、抽選制ならではの権力資源、すなわち「理由の力」、さらに言えば「熟議の力」を権力

資源とすることができる。 

最終的に、抽選型代表制民主主義の導入によって「資本主義の資本主義と民主主義の関係

はどうなるのだろうか。両者は新たな形で両立することになるのか。それとも、その両立の

解消というシナリオもあり得るのだろうか。もちろん、この問いに対する答えは推論の域を

出ない。それでも、本稿での検討を踏まえて、以下のように答えておきたい。第一に、抽選

型代表制の導入が狭義の「政治」の領域にとどまる場合には、選挙型代表制並みの「両立」

シナリオとなるだろう。その場合も、選挙型代表制の場合がそうだったように、「理由の力」

という権力資源の蓄積に「成功」した場合と「失敗」した場合とでは、「資本主義の民主化」

の程度も異なるだろう。第二に、狭義の「政治」領域を超えて、「経済」（資本主義）の領域

に、企業・職場民主主義の一制度形態として抽選制を持ち込む場合には、選挙型代表制以上

の「資本主義の民主化」を実現することになるだろう。その先にあるのは、資本主義と民主

主義の「両立不可能性」だろうか。この問題への解答は、企業・職場における「民主主義」

が、資本主義的な所有権の構造をどこまで変化させるような意思決定を行うかに、また、そ

うした個々の企業・職場における民主主義による意思決定の集積が、資本主義の私有財産制

に対する「脅威」となるかどうかに依存するだろう。意思決定が民主主義によって行われる

からといって、直ちに資本主義的な所有権を否定することになるとは限らないのである（cf. 

松尾 2022）。 
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